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業 種 その他（教育・研究・社会貢献・診療） 

業 務 概 要 ９学部，１１大学院，１３学内共同教育研究施設，大学病院，海外拠点施設（ア

メリカ），事務局からなる教育・研究・社会貢献・診療を業務としている国立大

学法人です。 

行 動 計 画 期 間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標 1）計画期間内に男性職員の育児休業の取得者を１人以上とする。 

〈対策〉 

・平成26年４月～ 男性の育児休業についての理解を深め，職場における理解

が得られるように，研修などの機会を通じて周知を行う。 

目標２）中学校就学前の子を育てる職員が利用できる早出遅出勤務制度を導 

入する。 

〈対策〉 

・平成26年４月～ 中学校就学前までの子どもを育てる職員のうち希望する者 

が利用できる早出遅出勤務制度の導入について検討を行い 

結論を得る。

目標３）仕事と子育ての両立を可能とする職場環境を充実する。 

〈対策〉 

・平成26年４月～ 教職員の意見を収集し，職場環境の充実を図る。  

目標４）年次有給休暇の取得促進を図る。 

〈対策〉 

・平成26年４月～ 子の学校行事（入学式，卒業式，授業参観等）へ参加する

ための年次有給休暇の取得を促進する。 



こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■復帰プログラムの策定 

 育児休業を取得している看護師を対象とした復帰支援プログラムを策定し、

育児休業終了後の速やかな職場復帰を目標とした研修を行っています。 

■事業場内に保育施設の設置 

事業場内に教職員を対象とした保育施設を設置し、終夜保育や病後児保育等

の保育支援を行っています。 

■看護休暇の設定 

小学校就学の始期に達するまでの子を看護するために、１年において５日の

範囲内の看護休暇を設けています。（２人以上の場合は、１０日） 

■介護休暇の設定 

要介護状態にある家族の介護等を行うために、１年において５日の範囲内の

介護休暇を設けています。（２人以上の場合は、１０日） 

■短時間勤務制度の導入 

小学校就学の始期に達するまでの子を育てる職員は、１日の勤務時間を５時

間４５分とする短時間勤務、又は２時間を超えない範囲で３０分単位で勤務時

間の短縮措置を設けています。 

■配偶者の出産時における男性職員休暇制度の導入 

妻の出産に伴う入院に付き添う男性職員に２日の範囲内、又、妻の産前産後

期間中に男性職員が育児に参加するために、５日の範囲内の特別休暇を設けて

います。  

■育児のための所定外勤務免除等制度の導入 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、深夜勤務・時間外勤務

の制限、所定外勤務の免除を受けることができる制度を設けています。  

■育児・介護支援制度の情報提供 

「育児・介護支援ガイド」（冊子）「育児・介護支援制度の案内」（リーフレッ

ト）の教職員への配布並びにホームページ上での会計情報の周知を図っていま

す。 

■育児・介護支援セミナーの開催 

育児や介護に関するセミナーを開催しています。  

             さくらっ子保育園 


